
■助成対象

■助成額（令和4年4月1日から変更）

■助成金申請の流れ

①交付申請（申請者→壱岐市） 注意事項

・交付申請書（様式第１号）
・利用予定者名簿
・実施行程表
・施設使用申請書
・施設使用料減免申請書（施設の減免を申請する場合）

※合宿３日前までにご提出ください。
※各種スポーツ大会の場合、減免の対象とは
　なりませんのでご注意ください。

　③合宿実施、大会等出場（申請者） 注意事項

・交付対象者全員で写真撮影
※①合宿、大会等の様子と②人数が確認できる
ものを撮影してください。

　④実績報告（申請者→壱岐市） 注意事項

・実績報告書（様式第３号）
・交付請求書（様式第４号）
・写真（施設の利用及び人数の確認ができるもの）
・実施行程表（実施内容に変更があった場合）
・振込口座通帳の表紙または１ページ目のコピー

※添付漏れがないようご注意ください。

実績報告で交付申請より変更がある場合、助成金支払前に確定通知書をご送付いたします。

　　　　⑤　助成金の支払　（壱岐市→申請者）

　　　　②　交付決定　（壱岐市→申請者）

審査後、市より助成金交付決定通知書をご送付いたします。

　　

　

・島外のスポーツ及び文化で組織する５名以上の団体（保護者、応援者は除く）

・スタッフ等（監督・コーチ・マネージャー）については、計３名までを対象とする。

・市内有料宿泊施設を利用すること。

・合宿、交流試合、大会に参加する団体であること。

※国・県等が主催または共催する公式試合は対象外となります。

1人1泊につき3,000円、2泊以上の場合は5,000円（1人最大5,000円）

壱岐市島外スポーツ団体等誘致促進事業助成金 概要

壱岐市 人面石くん

【申請・お問い合わせ】

〒811-5192

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地

壱岐市役所 地域振興部 文化スポーツ振興課

ＴＥＬ：0920-47-0207（直通） ＦＡＸ：0920-47-4360

Mail：bunka_sports@city.iki.lg.jp


